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つ
な
が
る
ま
ち
小
郡
ア
ク
シ
ョ
ン
プ

ラ
ン
の
中
か
ら
質
問
し
ま
し
た
！

　

❶
市
民
活
動
活
性
化
事
業
に
つ
い

て
提
案
し
ま
す
。
直
営
に
よ
る
市
民

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
創
設
に
つ
い

て
市
の
考
え
方
を
お
聞
き
し
ま
す
。 

❷
健
康
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
及
び
高
齢

者
健
康
づ
く
り
（
介
護
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
）
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
、
複
合

型
の
制
度
に
し
て
は
ど
う
で
す
か
。

市
民
福
祉
部
長

−

❶
市
民
活
動
団
体

の
育
成
と
支
援
体
制
の
整
備
は
、
ま

だ
不
十
分
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、

今
後
は
、
関
係
部
局
や
社
会
福
祉
協

議
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情
報
セ
ン

タ
ー
な
ど
と
連
携
し
な
が
ら
情
報
集

約
に
努
め
、
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
も

含
め
た
、
市
民
活
動
団
体
へ
の
支
援

体
制
の
整
備
の
あ
り
方
を
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

❷
持
続
可
能
な
制
度
に
す
る
た
め
に
、

財
政
的
な
裏
づ
け
に
よ
る
導
入
を
予

定
し
て
い
る
の
で
、
高
齢
者
健
康
づ

く
り
ポ
イ
ン
ト
制
度
は
、
介
護
保
険

被
保
険
者
を
対
象
に
介
護
予
防
事
業

と
し
て
、
先
行
的
に
開
始
し
、
後
で

試
行
的
に
健
康
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
制

度
の
導
入
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

地
方
創
生
に
向
け
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）に
つ
い
て

　

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ

ン
ト
ゴ
ー
ル
ズ
、
こ
の
開
発
目
標
は
、

２
０
１
５
年
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
に
お

い
て
、
２
０
３
０
年
ま
で
に
世
界
が

共
通
に
取
り
組
ん
で
い
く
17
の
目
標

を
示
し
採
択
さ
れ
て
い
ま
す
。
既
に

３
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
目
標
に
対
す
る
自
治
体
レ
ベ
ル

で
の
取
り
組
み
は
、
ま
だ
進
ん
で
い

ま
せ
ん
。
こ
の
開
発
目
標
は
自
治
体

政
策
に
も
共
通
す
る
も
の
も
多
く
今

後
、
国
も
推
進
に
力
を
注
ぎ
ま
す
。

そ
こ
で
今
後
の
小
郡
市
の
対
応
を
お

尋
ね
し
ま
す
。

市
長

−

こ
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、
一
見
す

る
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
目
標
で
あ
り
、

国
が
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
国
の
実

施
指
針
に
お
い
て
も
、
地
方
自
治
体

レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
が
重
要
視
さ

れ
て
い
ま
す
。
小
郡
市
と
し
て
も
、

国
の
支
援
事
業
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
を
活

用
し
な
が
ら
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
念
に

沿
っ
た
取
り
組
み
を
推
進
し
、
地
方

創
生
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
12

月
６
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
８
件
（
分

割
付
託
３
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

専
決
処
分
を
報
告
し
、
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て（
平
成
30
年

度
小
郡
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
））（
報
告
第
18
号
）

　

ふ
る
さ
と
納
税
に
関
し
、
今
年

度
の
寄
付
金
額
が
当
初
予
算
で
目

標
と
し
て
い
た
１
億
円
を
超
え
た

た
め
、
今
後
見
込
ま
れ
る
寄
付
金

を
１
億
４
千
万
円
増
額
す
る
も
の

で
す
。

問
：
返
礼
品
に
は
地
場
産
業
の
育

成
が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
ど
の
よ

う
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
か
。

答
：
こ
れ
か
ら
も
観
光
協
会
が
中

心
と
な
っ
て
返
礼
品
の
発
掘
を
続

け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
商
工
会
、
Ｊ
Ａ
等
、
様
々
な

団
体
の
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

地
場
産
品
を
発
掘
し
て
、
小
郡
市

の
生
産
者
に
と
っ
て
有
益
な
も
の

に
な
る
よ
う
、
活
動
を
行
い
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
12

月
７
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
９
件
（
分

割
付
託
３
件
を
含
む
）
及
び
請
願

１
件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
主

な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
30
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
６
号
）の
承
認
に
つ
い

て（
議
案
第
58
号
）

　

児
童
福
祉
総
務
費
の
病
児
・
病

後
児
保
育
事
業
委
託
料
１
９
３
万

円
は
、
市
内
２
か
所
の
病
児
保
育

施
設
に
支
払
っ
て
い
る
委
託
料
で

す
。
交
付
要
綱
の
改
正
に
よ
り
補

助
単
価
の
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、

変
更
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
足
額
と

利
用
者
増
額
に
よ
る
加
算
分
の
基

準
額
の
増
額
分
で
す

問
：
病
児
・
病
後
児
保
育
事
業
に

関
し
て
、
市
内
の
２
か
所
の
場
所

に
つ
い
て
、
ま
た
年
間
の
利
用
者

数
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

答
：
場
所
は
「
こ
ぐ
ま
学
園
内
」

「
ま
ど
か
チ
ャ
イ
ル
ド
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
」
の
２
か
所
で
す
。
今
年
の

状
況
と
し
て
「
こ
ぐ
ま
学
園
」
は

約
１
３
０
名
、
「
ま
ど
か
チ
ャ
イ

ル
ド
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
は
約
２
２

０
名
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予

想
し
て
い
ま
す
。

常 任 委 員 会 審 査 報 告

田
中　
雅
光

（
公
明
党
）

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告
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都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
12

月
10
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
５
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

平
成
30
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
６
号
）の
承
認
に
つ
い

て（
議
案
第
58
号
）

　

農
業
振
興
費
、
経
営
体
育
成
支

援
事
業
１
９
０
４
万
９
千
円
の
増

額
補
正
は
、
平
成
30
年
７
月
豪
雨

に
よ
り
被
災
し
た
農
業
用
機
械
の

修
繕
、
再
取
得
に
か
か
る
経
費
を

支
援
す
る
事
業
で
、
補
助
率
は
国

が
事
業
費
の
40
％
、
県
が
10
％
、

市
が
10
％
の
合
計
60
％
で
、
事
業

件
数
は
11
件
で
す
。

問
：
事
業
件
数
11
件
は
、
ど
こ
の

地
区
で
す
か
。

答
：
乙
隈
、
干
潟
、
大
崎
、
上
西

鰺
坂
、
赤
川
地
区
で
す
。

★
久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変

更
及
び
久
留
米
広
域
市
町
村
圏

事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い

て（
議
案
第
53
号
）　

　

久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
に
お
い
て
共
同
処
理
す
る
常
備

消
防
に
、
大
川
市
に
係
る
も
の
を

追
加
し
、
久
留
米
広
域
市
町
村
圏

事
務
組
合
規
約
を
変
更
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
、
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
議
会
議
員
及
び
小
郡
市

長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動

の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て（
議
案
第
54
号
）

　

平
成
29
年
の
公
職
選
挙
法
の
改

正
に
よ
り
、
都
道
府
県
議
会
議
員

選
挙
又
は
市
議
会
議
員
選
挙
に
お

け
る
ビ
ラ
頒
布
に
つ
い
て
、
平
成

31
年
３
月
１
日
以
後
、
そ
の
期
日

を
告
示
さ
れ
る
選
挙
よ
り
可
能
に

な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
市
議
会
議

員
選
挙
及
び
市
長
選
挙
の
選
挙
運

動
用
ビ
ラ
の
頒
布
に
つ
い
て
公
費

負
担
と
す
る
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て（
議
案
第
55
号
）

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
改
正

に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
「
法
人
」

の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、

「
病
床
を
有
す
る
診
療
所
を
開
設

し
て
い
る
者
」
も
認
め
る
よ
う
拡

充
さ
れ
た
た
め
、
国
の
基
準
に
基

づ
き
制
定
し
た
市
の
条
例
に
つ
い

て
、
同
様
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
56
号
）

　

家
庭
的
保
育
事
業
者
の
運
営
に

関
し
て
、
一
定
の
規
制
緩
和
を
す

る
こ
と
で
、
よ
り
運
営
し
や
す
い

条
件
を
作
る
と
い
う
内
容
で
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
汚
水
処
理
施
設
管
理
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て（
議
案
第
57
号
）

　

小
郡
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
に
あ
っ
た

汚
水
処
理
施
設
の
管
理
に
つ
い
て

定
め
た
条
例
で
す
が
、
平
成
30
年

８
月
に
施
設
の
解
体
工
事
が
完
了

し
、
行
政
財
産
の
用
途
を
廃
止
し

た
の
で
、
条
例
を
廃
止
す
る
も
の

で
す
。

★
平
成
30
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）の
承
認
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
59
号
）

　

国
庫
支
出
金
等
返
還
金
２
６
９

４
万
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年

度
の
療
養
給
付
費
等
負
担
金
及
び

国
保
高
額
医
療
費
共
同
事
業
負
担

金
の
確
定
に
伴
い
、
国
庫
負
担
金

返
還
金
と
し
て
計
上
す
る
も
の
で

す
。

★
平
成
30
年
度
小
郡
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
１
号
）の
承
認
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
60
号
）

　

高
齢
者
医
療
制
度
円
滑
運
営
事

業
費
補
助
金
３
１
７
万
３
千
円
は
、

後
期
高
齢
者
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託

料
に
つ
い
て
、
全
額
、
国
よ
り
補

助
金
が
交
付
さ
れ
る
た
め
計
上
す

る
も
の
で
す
。

★
和
解
の
申
立
て
及
び
訴
え
の
提

起
に
つ
い
て（
議
案
第
61
号
）

　

端
間
駅
周
辺
地
区
、
地
区
計
画

整
備
事
業
用
地
の
土
地
所
有
権
確

認
請
求
に
伴
う
和
解
の
申
し
立
て

及
び
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
12
号

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
62
号
）

　

平
成
30
年
度
の
人
事
院
勧
告
に

基
づ
き
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員

の
給
与
改
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
本
市
一
般
職
の
給
料
表
、

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
条
例
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の

の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
63
号
）

　

国
家
公
務
員
の
特
別
職
の
期
末

手
当
の
支
給
率
を
踏
ま
え
、
市
長
、

副
市
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当

の
支
給
率
に
つ
い
て
条
例
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
64
号
）

　

国
家
公
務
員
の
特
別
職
の
期
末

手
当
の
支
給
率
を
踏
ま
え
、
市
議

会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
率
に

つ
い
て
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

★
平
成
30
年
度
小
郡
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
７
号
）の
承
認
に

つ
い
て（
議
案
第
65
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
人
件

費
の
改
定
を
行
う
も
の
で
、
一
般

会
計
総
額
で
１
１
７
５
万
１
千
円

を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

議
案
の
主
な
内
容

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告
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主
要
農
作
物
種
子
法
に
か
わ
る

福
岡
県
独
自
の

条
例
制
定
を
求
め
る
意
見
書

（
議
員
提
出
議
案
第
３
号
）

　

主
要
農
作
物
種
子
法
は
１
９
５

２
年
に
制
定
さ
れ
、
日
本
の
農
業
、

食
の
安
全
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　

稲
・
麦
・
大
豆
の
品
種
開
発
と

安
定
供
給
の
た
め
に
国
や
都
道
府

県
の
公
的
役
割
が
明
確
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
同
法
の
も
と
で
、
稲
・

麦
・
大
豆
な
ど
の
主
要
農
作
物
の

種
子
の
生
産
・
普
及
の
た
め
の
施

策
が
実
施
さ
れ
、
農
業
者
に
は
優

良
で
安
価
な
種
子
が
、
消
費
者
に

は
安
心
で
お
い
し
い
米
な
ど
の
農

作
物
が
安
定
的
に
供
給
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
２
０
１
８
年
４
月
１

日
付
で
、
国
会
に
お
い
て
種
子
法

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
種
子
法
の

廃
止
に
よ
っ
て
、
都
道
府
県
が
行

っ
て
き
た
種
子
の
改
良
や
安
定
供

給
の
取
り
組
み
に
法
的
な
裏
付
け

が
な
く
な
り
、
今
後
、
稲
な
ど
の

種
子
価
格
の
高
騰
や
、
地
域
条
件

等
に
適
合
し
た
品
種
の
生
産
・
普

及
な
ど
が
衰
退
し
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
地
域
の
共

有
財
産
で
あ
る
「
種
子
」
を
民
間

に
委
ね
た
場
合
、
長
期
的
に
は
外

資
系
事
業
者
の
独
占
や
、
改
良
さ

れ
た
新
品
種
に
特
許
が
か
け
ら
れ
、

日
本
の
種
子
市
場
を
支
配
し
て
い

く
懸
念
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
食
の

安
全
・
安
心
、
食
料
主
権
が
脅
か

さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
県
民

に
と
っ
て
も
大
き
な
問
題
で
す
。

　

種
子
法
廃
止
法
案
の
可
決
に
当

た
っ
て
は
、
種
子
法
が
主
要
農
作

物
種
子
の
国
内
自
給
及
び
食
料
安

全
保
障
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
き

た
こ
と
に
鑑
み
、
優
良
な
種
子
の

流
通
確
保
や
引
き
続
き
都
道
府
県

が
種
子
生
産
等
に
取
り
組
む
た
め

の
財
政
措
置
の
ほ
か
、
特
定
企
業

に
よ
る
種
子
の
独
占
防
止
な
ど
に

つ
い
て
、
万
全
を
期
す
こ
と
を
求

め
る
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
福
岡
県
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
現
行
の
種
子
生
産
・
普

及
体
制
を
生
か
し
、
本
県
農
業
の

主
要
農
作
物
の
優
良
な
種
子
の
安

定
供
給
や
品
質
確
保
の
取
り
組
み

を
後
退
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
農
業

者
や
消
費
者
の
不
安
を
払
拭
す
る

た
め
に
、
種
子
法
に
か
わ
る
福
岡

県
独
自
の
条
例
を
制
定
さ
れ
る
よ

う
強
く
要
望
い
た
し
ま
す
。

　
採　
択　

平
成
31
年
度
小
郡
幼
稚
園
入
園
に

関
す
る
請
願
書

請
願
者

−

　

三
国
幼
稚
園
を
考
え
る
会

代
表　

田
中　

聡
美

［
教
育
委
員
会
委
員
］

　

小
郡
市
稲
吉
40
番
地山

田　

英
昭

★
平
成
30
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）の
承
認
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
66
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
一
般

職
員
人
件
費
を
20
万
２
千
円
増
額

す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
30
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
介

護
保
険
事
業
勘
定
）（
第
３
号
）

の
承
認
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
67
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
一
般

職
員
人
件
費
を
37
万
８
千
円
増
額

す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
30
年
度
度
小
郡
市
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

の
承
認
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
68
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
人
件

費
等
の
補
正
を
行
う
も
の
で
す
。

公
職
選
挙
法
で
は
、
政
治

家
が
選
挙
区
内
の
人
に
対

し
、
次
の
よ
う
な
行
為
を

す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
有
権
者

が
寄
付
を
求
め
る
こ
と
も

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

●
入
学
・
卒
業
・
就
職
・

　

出
産
な
ど
の
祝
い
に
金

　

品
を
贈
る
こ
と

●
病
気
見
舞
い
に
金
品
を

　

贈
る
こ
と

●
お
中
元
や
お
歳
暮
を
贈

　

る
こ
と

●
葬
式
の
花
輪
・
供
花
を

　

贈
る
こ
と

●
お
祭
り
の
時
に
お
金
を

　

寄
付
し
た
り
、
お
酒
を

　

贈
る
こ
と

●
議
員
が
年
賀
状
等
の
あ

　

い
さ
つ
状
を
出
す
こ
と

　
（
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に

　

よ
る
も
の
は
除
く
）

請
　
　

願

可
決
さ
れ
た
意
見
書

人
事
案
件


